
１ 平成２４・２５年度保険料

平成２４・２５年度（Ａ） 平成２２・２３年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ）

均等割額 ４６，３９０円 ４４，４１０円 １，９８０円

所得割率 ９．１２％ ８．６８％ ０．４４％

最高限度額 ５５万円 ５０万円 ５万円

【保険料率】

第３期（平成２４・２５年度）保険料について
～京都府後期高齢者医療広域連合～

最高限度額

【一人当たり軽減後保険料額】

平成２４・２５年度
（Ａ）

平成２２・２３年度
（Ｂ）

比較
（Ａ－Ｂ）

改定率
（Ａ／Ｂ）

保険料額（年額） ７５，０３３円 ７１，４４１円 ３，５９２円
５．０３％

保険料額（月額） ６，２５３円 ５，９５３円 ３００円
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月額約３００円の
上昇となります。



２ 第３期財政計画（２か年分）

＜費 用＞ ＜収 入＞

５，９３６億円 …① ５，２９８億円 …②

医療給付費

５ ８９１億円

公費負担分

２，７７７億円

後期高齢者交付金

（現役世代からの支援） 剰余金 ２７億円

保険料算出に当たっては、
平成２４・２５年度の２か年で
必要となる医療給付費などを
積算し、それに対する国・府・
市町村の公費負担や現役世
代からの支援などを差し引い
た残りが、皆さんにご負担を
お願いする保険料となります。

保険料必要額（Ａ） ５９６億円

予定保険料収納率（Ｂ） ９９．００％

賦課総額（Ａ÷Ｂ） ６０２億円

均等割総額（約50%）

所得割総額（約50%）

均等割額
４６，３９０円

所得割額
９．１２％ 2

その他 ４５億円

保険料必要額
５９６億円

その他 ９億円

５，８９１億円
２，５１２億円

本来の保険料必要額

６３８億円（①－②）

剰余金 ２７億円

財政安定化基金 １５億円

財源対策 ４２億円



（参考①）費用と収入の内訳
（単位：百万円）

589,119 平成２４・２５年度給付費等総額

財政安定化基金拠出金 530 財政安定化基金拠出金０．０９％として算出

特別高額医療費共同事業拠出金 290 過去の実績額等をもとに算出（収入の額と同額）

保健事業に要する経費 530
保健事業に要する経費のうち市町村への補助額（３６２百万
円）に国庫補助金（１６８百万円）を加えた額

審査支払手数料 1,297 診療報酬の審査支払手数料（単価８２．７８円として算出）

その他の費用 1,802 葬祭費（単価５万円に支給見込数を乗じて算出）

（小 計） 4,449

593,568

国庫負担金（高額医療費公費負担を含む） 140,371 給付費等総額の３／１２、高額医療費公費負担

調整交付金 42,989
被保険者に係る所得の格差による広域連合間の財政の不均
衡を是正するための交付金

都道府県負担金（高額医療費公費負担を含む） 48 356 給付費等総額の１／１２ 高額医療費公費負担

費
用

医 療 給 付 費

そ
の
他

合 計

公
費
負
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都道府県負担金（高額医療費公費負担を含む） 48,356 給付費等総額の１／１２、高額医療費公費負担

市町村負担金 46,007 給付費等総額の１／１２

（小計） 277,723

251,160 給付費等総額の約４割（現役世代からの支援金）

特別高額医療費共同事業交付金 290 費用の額と同額

国庫補助金（健診事業補助金） 168 保健事業に係る国庫補助金の見込額

府補助金（保険料軽減補助金） 120 京都府からの任意の補助金

その他の収入 359
市町村負担金（保険料等負担金滞納繰越分）、第三者行為納
付金、過年度納付金

（小 計） 937

剰余金 2,711 平成２４年度予算繰越金計上見込額

財政安定化基金交付金 1,498 医療費増加対応分(賦課総額の３％）を除く額

（小 計） 4,209

534,029

収
入

負
担
分

後 期 高 齢 者 交 付 金

そ
の
他
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合 計



（参考②） 医療給付費の伸び

年度
平成２２年度

(実績）
平成２３年度
（見込）

平成２４年度
（見込）

平成２５年度
(見込）

１人当たり医療給付費［Ａ］ ９０１，７６１円 ９１５，２８８円 ９３５，４１２円 ９５５，９９２円

伸び率（対前年度） ３．０４％ １．５０％ ２．２０％ ２．２０％

伸び率（対２２年度） ― ― ３．７３％ ６．０１％

被保険者数［Ｂ］ ２８６，８２４人 ２９６，００２人 ３０６，３６２人 ３１６，４７２人

伸び率（対前年度） ２．９５％ ３．２０％ ３．５０％ ３．３０％

伸び率（対２２年度） ― ― ６．８１％ １０．３４％

給付費等総額［Ａ］×［Ｂ］ ２，５８６億円 ２，７０９億円 ２，８６６億円 ３，０２５億円

２カ年分 給付費総額 ５，２９５億円 ５，８９１億円
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今期（平成２２・２３年度）と比べると来期（平成
２４・２５年度）は１１％以上増加する見込みです。

医療給付費の増加は、被保険者数の増加だけ
ではなく、１人当たり医療給付費（お一人の方に
かかる自己負担額を除いた医療費）が伸びてい
ることも関係しています。

第３期
（H24・25）

第２期
（H22・23）

剰余金 ２，７１１ ２，７９９

財政安定化基金 １，４９８ ９６８

合 計 ４，２０９ ３，７６７

【保険料増加抑制のための財源対策】 （単位：百万円）

今期を上回る財源対策により保険料は何と
か約５％の上昇に抑え込むことができました。



6 000

３ 保険料の増加要因

○医療給付費の増（１人当たり給付費の伸び）
＋

○後期高齢者負担率の上昇（１０．２６％→１０．５１％）

※医療給付費総額のうち高齢者が
保険料で負担する割合。現役世代
の人口減少による１人当たりの負担
増を和らげるため、改定のたびに上
昇する仕組みになっています。

保険料は、一人当たり給付費の増に
加え、後期高齢者負担率の上昇によっ
ても増えることとなります。皆さんへご
負担をお掛けいたしますが、何卒ご理
解の程お願いします。

医療給付費の増加に対する負担額の伸び

（億円） （％）

公費負担 現役世代から

4,847

5,370

5,891

110.9

124.2

110.4

120.2

100.0

102.8

113.6

100.0

110.0

120.0

4,500

5,000

5,500

6,000

第１期 第２期 第３期

医療給付費 公費 現役世代 保険料 5

（補足）
第１期の公費、現役世代、
保険料それぞれの負担額を
１００として指数化したもの(平成20・21年度) (平成22・23年度) (平成24・25年度)

公費負担、現役世代から
の支援は、保険料の増加
を上回るペースで増え続
けています。



本来保険料部分

（参考③）１人当たりの費用と保険料の関係

○１人当たりの年間費用（平成２４・２５年度 平均見込）

９５２，６８３円（医療給付費等）

公費負担 ＋ 現役世代からの支援 ８５２，６５１円

（８９．５％）

９５２，６８３円
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その他 ９５３円（０．１％）

財源対策 ６，６６９円（０．７％）

公費による保険料軽減 １７，３７７円（１．８％）

保険料 ７５，０３３円（７．９％）
医療給付費総額の約１０％を保険料で
賄うことになっていますが、実際に保険料
を賦課する際は、収入等に応じて公費
（国）による保険料軽減がありますので、
皆さんにご負担いいただく保険料は、医療
給付費総額の約８％となります。



■単身世帯 （単位：円）

（％）

198

(4.46%)

297

(4.46%)

2,178

(4.61%)

2,618

(4.68%)

8,448

(4.91%)

37,112

（２割軽減）

37,112

（２割軽減）

46,390

所得割

(9.12%)

0

0

12,312

H24･25年度
H22･23年度

増加額
均等割

(46,390円)

年金収入額

７９万円

１２０万円

１８０万円

２００万円

３００万円

55,926

180,454 172,006

21,432

（５割軽減）

134,064

6,661

49,424 47,246
（５割軽減）

合計

4,639 4,441
4,639

（９割軽減）

6,958

（8.5割軽減）
6,958

58,544

（参考④）保険料例＜均一保険料率＞
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■２人世帯 （単位：円）

夫 妻 夫 妻 夫 妻 （％）

4,639 4,639 396

（９割軽減） （９割軽減） (4.46%)

6,958 6,958 594

（8.5割軽減） （8.5割軽減） (4.46%)

23,195 23,195 12,312 2,574

（５割軽減） （５割軽減） （５割軽減） (4.59%)

37,112 37,112 21,432 4,202

（２割軽減） （２割軽減） （５割軽減） (4.59%)

10,428

(4.82%)

H22･23年度

0

0

増加額

合計

H24･25年度

均等割

(46,390円)

所得割

(9.12%)

１２０万円 ７９万円 0 13,916

７９万円

１８０万円

２００万円

３００万円

７９万円 91,454

７９万円 46,390 0 226,844 216,41646,390 134,064

13,322

７９万円 58,702 56,128

0

７９万円 0 9,278 8,8820

年金収入額

95,656



■府全体 （均等割46,390円、所得割9.12％）

～0.5万円未満 31.01% 31.01%

0.5万円以上～１万円未満 14.56% 45.57%

１万円以上～３万円未満 2.27% 47.84%

３万円以上～５万円未満 18.77% 66.62%

５万円以上～７万円未満 3.96% 70.58%

保険料額 構成比 （累計）

（参考⑤）保険料の分布
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７万円以上～10万円未満 1.20% 71.78%

10万円以上～20万円未満 16.74% 88.52%

20万円以上～30万円未満 7.36% 95.88%

30万円以上～50万円未満 2.17% 98.05%

50万円以上～55万円未満 0.23% 98.28%

55万円 1.72% 100.00%

合計 100%



市町村名
平成２４・２５年度（Ａ） 平成２２・２３年度（Ｂ） 増減（ＡーＢ）

均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率

綾部市 ４４,４３０円 ８．７４％ ４０,６７０円 ７．９５％ ３,７６０円 ０．７９％

宮津市 ４４,２６０円 ８．７１％ ４０,３３０円 ７．８９％ ３,９３０円 ０．８２％

京丹後市 ４４,４７０円 ８．７５％ ４０,７５０円 ７．９７％ ３,７２０円 ０．７８％

南山城村 ４４,４１０円 ８．７４％ ４０,６４０円 ７．９５％ ３,７７０円 ０．７９％

京丹波町 ４４,４００円 ８．７３％ ４０,６１０円 ７．９４％ ３,７９０円 ０．７９％

伊根町 ４３,６７０円 ８．５９％ ３９,２２０円 ７．６７％ ４,４５０円 ０．９２％

与謝野町 ４３,７２０円 ８．６０％ ３９,３００円 ７．６９％ ４,４２０円 ０．９１％

４ 不均一保険料率
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【イメージ図】（医療費の乖離が30％の場合）

公費負担 公費負担 公費負担

保険料 保険料 保険料 保険料

平成20・21年度 平成22・23年度 平成24・25年度 平成26年度以降
均一保険料
１００

９０

９５
医療費の乖離
の１／２（15%）
を減額

８５

均一保険料 ４６,３９０円 ９．１２％ ４４,４１０円 ８．６８％ １,９８０円 ０．４４％

不均一保険料率については、
制度発足から６年間の経過措置
で、左図のとおり２年置きの改定
のたびに公費負担が縮小してい
く分、均一保険料率よりも高い上
昇となります。


